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【開催日】 令和元年１０月１６日 

【開催場所】 第１委員会室 

【開会・散会時間】 午後２時～午後２時４３分 
 

【出席委員】 
 

委 員 長 中 村 博 行 副委員長 岡 山  明 

委 員 河 﨑 平 男 委 員 恒 松 恵 子 

委 員 中 岡 英 二 委 員 藤 岡 修 美 

委 員 森 山 喜 久   
 

【欠席委員】 

なし 
 

【委員外出席議員等】 

議  長  小 野  泰 副議長 矢 田 松 夫 

【執行部出席者】  

経済部長 河 口 修 司 
経済部次長兼農

林水産課長 
深 井  篤 

農林水産課農林

係長 
平  健太郎 

農林水産課耕地

係長 
本 多 享 平 

【事務局出席者】 
 

局  長  沼 口  宏 書  記 光 永 直 樹 

 

【審査事項】 

１ 請願第１号 旭町地域における農用地区域内の農地除外に関する請願書 

２ 請願第２号 横土手農業振興地域内の農用地区域の除外に関する請願書 

 

 

午後２時 開会 

 

中村博行委員長 それでは定刻になりましたのでただいまより産業建設常任委
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員会を開催いたします。審査内容につきましては先日来ずっと審査をし

ております。旭町と横土手の農用地除外に関する請願ということであり

ますので、よろしくお願いします。１件ずつやっていこうと思いますが、

先日の委員会の中で執行部に投げかけておりました。宿題といいますか、

質問について、御答弁をお願いしたいと思います。 

 

深井経済部次長兼農林水産課長 まず前回の委員会における宿題の答弁の前に

前回、申し上げましたことを訂正させていただきたいところがございま

す。前回の委員会の中で、農振地域を外した時点で補助金の返還が生じ

るというふうに申し上げましたけれども、実はそれが間違っておりまし

た。私の認識違いでございました。調べましたところ、農振地域を外れ

たからといってたちまち、補助金返還が生じるわけではありませんでし

た。補助金返還が生じるのは、補助金をもちまして整備した水路であっ

たり、農道であったり、そういったもの。用途廃止したときにまだ耐用

年数が残っているというような場合には、補助金返還が生じるというこ

とでございました。そこが、一点誤りでございます。ですので、多面的

機能の計画は５年スパンで年経ったらリセットされるというふうにも申

し上げましたけれどもこれも同じでございまして、５年たってもその計

画期間内に新たに設置した、水路で補修したものがあって、それが用途

廃止された時点で対応年数等が残っているという場合には補助金の返還

の対象になるということでございます。 

 

中村博行委員長 ５年たってゼロになるというか、もうその時点で返還が生じ

ないというような答弁があったけれども、それは訂正するということで

すね。 

 

藤岡修美委員 今の回答というか、訂正についての再確認なんですけども、一

応農振地域内の農用地を仮に解除して、用途地域に張りつくかどう分か

りませんけども、解除されても農地っていうか、例えば現況が田であれ

ば田の用途が例えば宅地とか雑種地とか、用途が水田等々から変わらな
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ければ、そのままであったら、補助金は返さないでいいっていうことで

理解していいですかね。 

 

深井経済部次長兼農林水産課長 農振地域から外れまして白地になりますけれ

ども、その状態であっても、基本、農用地のままであれば、当然補助金

の返還というのは生じないということになります。水路あるいは農道に

おきましては、そこの田が埋め立てられて宅地に変わったということで

あっても、既にそこにある水路あるいは農道、それをそのまま使用する

ということであれば、それに関する補助金の返還は生じないということ

でございます。 

 

河﨑平男委員 要するに、農地転用したら返還生じるということやろ。 

 

深井経済部次長兼農林水産課長 農地転用されて宅地になったとしても、既に

そこにある農業用水路あるいは農道、それを全くもそのままの状態で使

うということであれば、水路であったり、農道であったり、そういった

ところに、交付された補助金の返還は生じないということでございます。 

 

岡山明副委員長 今、話しされたのは用途廃止でしょう。用途廃止されたら、

返還という話ではないですか。 

 

深井経済部次長兼農林水産課長 用途廃止の場合は変更ともちろん補助金返還

を対象になりますけれども、そのまま使うというのは用途廃止ではない

ということになりますので、そのまま使い続けるということであれば、

補助金の返還の対象にはならないということでございます。 

 

中村博行委員長 ちょっと紛らわしいね。 

 

藤岡修美委員 今、深井次長の言われる用途廃止っていうのは、水路が今あっ

て、その水路が水路として機能しないような用途廃止。それと農道があ
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ったら農道がもう農道として機能しない道路として使えないというよう

な用途廃止があれば、補助金は返還しなくてはならないけども、たとえ

その農用地なり、農振地域内の農地が宅地化されても、道路としての機

能、水路としての機能が残れば、その分の補助金が返さなくていいとい

うことで理解していいですかね。 

 

深井経済部次長兼農林水産課長 そのとおりでございます。 

 

中村博行委員長 そこの面積内の農地所有者が一角を宅地にしたということは

もう全然関係ないというふうな意味合いと思うんですけどね。 

 

深井経済部次長兼農林水産課長 ちょっと言葉足らずなところがございました。

計画は５年のスパンというところでございますけれども、その計画の５

年以内に計画が終わるまでの間に田を埋めて宅地にしたというようなこ

とであれば、補助金の返還が生じますけども、その５年を過ぎた後で埋

め立てて宅地をしたというようなことであれば、先ほど藤岡議員が言わ

れたとおり、水路なり農道なりの用途廃止をしない限りは、補助金の返

還が生じないということでございます。 

 

中村博行委員長 それでは先日の宿題について御答弁いただければと思います。 

 

深井経済部次長兼農林水産課長 まず市内の農用地の全体面積でございますが、

面積は１，０７６．５ヘクタールでございます。内訳は、田んぼが９４

１．２ヘクタール、畑が９０．８ヘクタール、樹園地が３．９ヘクター

ル、採草放牧地が６ヘクタール、合計１，０７６．５ヘクタールでござ

います。（「畑をもう一回言ってください」と呼ぶ者あり）畑は９０．

８ヘクタールです。次に高千帆環境保全会の管理面積でございますが、

これは１３．９３５ヘクタールでございます。内訳といたしましては高

千帆環境保全会の中にあります、合併前の組織であります、高千帆東部

地域環境保全会が５.３４７ヘクタール、江汐水系みどり会が５．０９１



5 

 

ヘクタール、瓦田環境保全会が３．４９７ヘクタールでございます。こ

のうち横土手地区につきましては、０．７３３ヘクタールということで

ございます。次に高千帆環境保全会がどういう活動組織なのかというと

ころでございますけども、これは平成２９年度に先ほど申し上げました

三つの団体が合併いたしまして、現在の組織名というふうになっており

ます。構成員は農業者と非農業者でございます。管理する農地の保全管

理に努めておられます。多面的機能支払交付金によりまして毎年度交付

金が交付されるわけですけれども、農業用施設の長寿命化に係るものに

つきましては、高千帆環境保全会の総代会の議決によりまして、計画す

る事業に優先順位を付けて実施されているところでございます。次に高

千帆環境保全会への横土手及び旭町の加入でございますが、横土手はこ

の会に加入していらっしゃいますが、旭町は未加入でございます。次の

横土手、旭町地区での工作物を補修をしているのかということでござい

ますが、補修につきましては、横手地区におきまして平成２４年度に水

門の塗装をしていらっしゃいます。それと、平成２７年度に農道舗装を

しておられます。旭町地区は、実績はございません。長寿命化も同じで

ございます。市内の認定農業者の作付面積でございますが、３６８．４

１ヘクタールでございます。５年後及び１０年後の見込みというところ

でございますが、これについては、こちらといたしましては現状維持と

いうこところで、また、第二次総合計画にありますように、担い手への

集積率。これを令和３年度に３３％を目標としているところでございま

す。次に高千帆保全会におきます過去３年の補助金の受入れというとこ

ろでございますが、高千帆環境保全会は先ほど申し上げましたように平

成２９年度に合併しておりますので、平成２９年、３０年度の２か年と

いうことになりますが、平成２９年度については、補助金額は１，０３

６万３０２４円。このうち長寿名化につきましては、３７４万５２０円

でございます。平成３０年度は補助金額が９９３万６，７２４円、この

うち長寿命化に係るものは３３４万９，２２４円でございます。このう

ち横土手につきましては補助金は交付はされてはおりません。旭町地区

につきましては未加入でございますので、補助金はございません。 
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中村博行委員長 宿題と言いますか、先日投げかけていたことについての答弁

をいただきました。それとほかに高千帆排水機場の関わりというのは言

われましたか。 

 

深井経済部次長兼農林水産課長 今施工しているのは県が事業主体でございま

す。 

 

中村博行委員長 土地改良区が維持管理やろう。 

 

深井経済部次長兼農林水産課長 今、高千帆排水機場の工事を実施している実

施主体はやはり県でございます。 

 

中村博行委員長 基本的にこの二つの地区は関係ないということやね。 

 

深井経済部次長兼農林水産課長 実はそこを確認していないところでございま

すけれども、高千帆排水機場につきましては通常の土地改良とは違いま

して、また、防災という観点でのものになろうと思いますので、それが、

補助金の返還を対象になるのかどうかちょっと確認させていただきたい

と思います。 

 

中村博行委員長 今ざっと質疑ありませんか。今までの件で質疑を求めたいと

思いますが。 

 

森山喜久委員 前回でなくて前々回になるんですけど認定農業者が各地区に一

人ずついらっしゃるというふうな話だったんですけど、認定農業者が旭

町で何ヘクタールか。横土手で何ヘクタール集積しているのか。できれ

ば認定農業者が、例えば全体で何ヘクタールあって、この地区で何ヘク

タールという数字が分かれば、それを教えてもらえませんか。 

 

深井経済部次長兼農林水産課長 横土手地区での認定農業者の作付面積は、５．
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２５ヘクタール、旭町が１．３８ヘクタールでございます。市内全体で

は、３６８．４１ヘクタールでございます。 

 

森山喜久委員 言葉足らずで済みません。横土手地区で方策している認定農業

者の方が市内全体で例えば１５ヘクタールあって、そのうち横土手地区

で５ヘクタールとか旭町地区だったら、市内全体では何ヘクタールあっ

てここでは、何ヘクタールかと。例えば横土手の方が１０ヘクタール作

っていてそのうちの大半が横土手で頑張っていらっしゃるのかどうかと

かそういったところの状況が分かれば教えてもらいたいと思います。 

 

平農林水産課農林係長 農林水産課の平です。よろしくお願いします。市内全

域、認定農業者の方が作られている圃場のうち農用地、農振農用地の面

積でございますが、約３０６ヘクタールでございます。次に横土手地区

における農用地の面積でございますが、８．１４ヘクタールでございま

す。８．１４ヘクタールのうち、５．２５ヘクタールを認定農業者の方

が作られているという状況でございます。続いて旭町でございますが、

今回請願の出ている区域でございますが、こちらの農用地の面積が５．

４９ヘクタールでございます。このうち、１．３８ヘクタールを認定農

業者が作られているという状況でございます。 

 

中村博行委員長 ちょっと質問の意味が違うやろ。（発言する者あり） 

 

平農林水産課農林係長 お一人の方は旭町の方は、全体でお一人で約２０へク

作られております。そのうちの１．３８ヘクタールが横土手地区という

ことでございます。 

 

中村博行委員長 条件が悪かったらもう作りたくないってなるよね。 

 

平農林水産課農林係長 済みません、先ほど申した方が横土手で作られている

方でございます。旭町の方が農用地の面積しか手元にございませんで、
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全体でという数字がちょっと手元にございませんので済みません。 

 

中村博行委員長 全体でＢさんならＢさんが旭町で１．３８ヘクタールで作っ

ていて、その方は全体でどのぐらい作りよるかということ。 

 

平農林水産課農林係長 今手元に資料がありませんので分からなくて済みませ

ん。 

 

中村博行委員長 旭町は少ないからね。横土手は四分の１減るということよね。 

 

森山喜久委員 旭町の方は南高泊干拓のほうから来られていると思うんで、１

０ヘクタール以上のまとまった団地があるという形で、どうしても農地

を荒らすのは忍びないというお願いがあって作られていたんじゃないか

と、横土手も同じようなこととは思うんですけど、その方たちのそうい

った認識でよろしいでしょうか。 

 

平農林水産課農林係長 消費者の方からお願いされて南高泊干拓の方でござい

ますけれどもお願いをされて、こちらまで来られて作られているという

状況でございます。 

 

中村博行委員長確 旭町のほうは農道も狭いということで、もうちょっと年が

たつと、やめたいと言われるかもしれないね。 

 

深井経済部次長兼農林水産課長 もう一度訂正させてください。農用地全体の

面積でございますが、先ほど、田んぼ、畑、樹園地、採草放牧地の面積

をそれぞれ申し上げまして、合計が１０７６．５ヘクタールと申し上げ

ましたけども、計算をいたしましたら数字が違っておりまして、農用地

全体の面積は１０４１．９ヘクタールでございます。訂正させていただ

きたいと思います。 
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中村博行委員長 平成３０年度末ね。 

 

深井経済部次長兼農林水産課長 平成３０年度末日の時点でございます。大体

質疑はよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）そしたら、執行部の

皆さん退席されてください。ここで若干休憩を挟みましょう。２時４０

分まで休憩いたします。 

 

午後２時３０分 休憩 

 

 

午後２時４０分 再開 

 

中村博行委員長 それでは休憩を閉じまして委員会を再開をいたします。それ

では、様々質疑をしてまいりまして、その状況も分かりましたので自由

討議に入りたいと思いますので、それぞれ御意見がある方、手を挙げて

いただきたいというふうに思います。 

 

森山喜久委員 認定農業者の方、横土手の認定農業者の方がここで四分の１の

農地を集積して頑張っている部分は懸念にはなるんですけども、ほかの

ほうの優良農地で認定農業者の育成という形も、また農業委員会とか農

政のほうで頑張っていただけるのであれば、認定農業者の件は一定程度

の分は目安はつくと思いますし、過去２回の中で一番困っていたのは、

補助金がどうなのかというふうな話をしてきた中で今回、その補助金が

入っていないということで、そういった返還の対象にもならないと執行

部のほうも明言されたわけなので、この請願の件については採択で２件

とも進めていきたいと考えております。 

 

中村博行委員長 ほかに御意見ありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）それで

は、自由討議を閉じます。それでは討論ございますか。（「なし」と呼

ぶ者あり）今ほとんど討論の内容であったと思います。ということで討
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論ありませんのでただいまより採決に入りますが１件ずつ採決をいたし

ます。それではまず、請願第１号旭町地域における農用地区区域の農地

除外に関する請願書について採択と判断される方の挙手をお願いいたし

ます。 

 

（賛成者挙手） 

 

中村博行委員長 全員賛成であります。したがいまして、請願１号は採択する

ことと決しました。続きまして請願第２号横土手農業振興地域内の農用

地区域の除外に関する請願書について採択と思われる方、挙手をお願い

します。全員賛成でございます。したがいまして請願第２号につきまし

ても、採択することに決しました。以上で、産業建設常任委員会を閉じ

ます。お疲れ様でした。 

 

 

午後２時４３分 散会 

 

 

令和元年１０月１６日 

 

産業建設常任委員長 中 村 博 行 


